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昨年の12月に国税庁から

が公表されました。

AIを筆頭に新たな調査手法の登場やインターネッ

ト取引など従来にはなかった分野の調査が増加して

いることがうかがえます。

所得税の調査等の状況

事務年度 R6 R5

調査件数 73万６千件 60万5千件

追徴税額 1,431億円 1,398億円
↑過去最高

調査対象の選定にAIを活用するなど効率的かつ的確

な調査手法の結果、実地調査と文書・電話による「簡

易な接触」を合わせた

となっています。

消費税（個人事業者）の調査等の状況

事務年度 R6 R5

調査件数 18万5千件 12万件

追徴税額 421億円 423億円

消費税の方は調査件数が1.5倍を超えた一方で、追徴

税額は減少しています。

これは、 結果

とみることもできます。

従来、非違（申告誤り）の規模が小さく追徴税額が多

くは見込まれないため調査対象となりにくかった小規

模事業者も、そのような忖度なしにAIが調査対象とし

て選定するようになったことが

大きく影響していると感じます。
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富裕層に対する調査等の状況

事務年度 R6 R5

調査件数 2,427件 2,407件

追徴税額 207億円 170億円

富裕層に対しては、資産運用の多様化・国際化を

念頭に が実施されており、調査件数の

増加に比して追徴税額の増加が大きくな

っていることがうかがえます。

特に、

となっています。

インターネット取引に関する調査等の状況

インターネット取引や暗号資産（仮想通貨）取引

を行っている個人に対しても、 が行わ

れています。

調査対象者は給与収入のほかに、ゲーム機器やス

マートフォンなどの転売による収入があるが申告して

いませんでした。

売上に係る書類はすべて破棄していたため、取引先

に対する反面調査等により、転売に係る収入を把握さ

れ、所得税のみならず消費税についても課税されまし

た。さらに書類の破棄が隠蔽行為とみなされ、重加算

税を追徴される結果となりました。

調査税目 追徴税額

所得税（7年分） 約2千7百万円

消費税（1年分） 約2百万円
※重加算税を含む

国税庁は海外取引やインターネット取引などにつ

いてそれぞれ専門調査チームを設け、様々な資料情

報等を積極的に収集し、AIを活用して分析を行って

います。

今回の公表資料からは、時代や世界

情勢の流れを反映して税務調査も様変

わりしていることが読み取れます。
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公正証書遺言は、その確実性から広く利用されて

いる遺言形式ですが、作成に時間と手間

がかかるのが大きなデメリットでし

た。この点が、法改正により 2025 年

10 月から大きく変更されました。

改正のポイント ①

インターネットによる依頼が可能に

これまでは、公証役場に出向き、公証人や証人に

口頭で遺言内容を伝え、印鑑証明等の書類により本

人確認を行っていました。

それが改正により、遺言内容の電子データに電子

署名・電子証明書をつけてメール送信し、電子的に

本人確認をすることで作成が可能になりました。

（訪問不要）

改正のポイント ②

ウェブ会議の利用（リモート方式）

これまでは、公証役場で公証人と対面して公正証

書を作成していましたが、新たに、列席者（依頼者、

証人等）がウェブ会議で、自宅から

でも参加して作成することが可能に

なりました。（詳しくは後述）

改正のポイント ③

電子データの保管・交付

改正後、すべての公正証書は原則として PDF形式

の電子データで作成・保存されることになりました。

これにより、公正証書で作成した遺言書（正本・謄

本）は、電子データ or 紙の書面 のいずれの形式で

も発行・交付が可能となりました。

注 意

リモート方式の利用には、依頼人の希望があり、

かつ、公証人が「相当」と認める場合に限る等、

一定の要件が設けられています。

現在、自筆証書遺言のデジタル化も政府により検

討されている最中です。しかし、いくら手続きが簡

単になっても遺言内容に不備や漏れがあれば、かえ

ってトラブルを引き起こしかねません。

遺言書作成の際には当事務所へ

ご相談ください。

〇 これまでと何が変わった？ 3つの改正点

〇 リモート方式による作成手続きの流れ

① 公証人によるウェブ会議招待 から、

ウェブ会議に参加

② 公証人による映像・音声の確認、本人確認

・意思確認

③ 公証人が公正証書案を画面に表示して

読み上げ、列席者が内容確認

④ 公証人が列席者に対し、③のＰＤＦファ

イルへの電子サインを依頼

⑤ ④のメールを受信した列席者全員が電子

サインを実施・送信

⑥ 公証人が電子サイン・電子署名

⇒公正証書原本が完成




